
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険労務士 

 さくら事務所便り 
 

平成 29 年 3 月号 

連絡先：〒223-0052  

 横浜市港北区綱島東 5-4-5-108 

電話 ： 045-716-6080 

ｅ－ｍａｉｌ：sakura.office8@gmail.com 

 

「雇用保険法」「育児・介

護休業法」等が改正に！ 

企業への影響は？ 

 

◆通常国会に法案提出 

現在開会中の通常国会に

「雇用保険法等の一部を改

正する法律案」が提出されま

した（1 月 31 日）。 

雇用保険法、労働保険徴収

法、育児・介護休業法、職業

安定法に関わる改正となっ

ていますが、企業に影響のあ

る改正を中心にみていきま

す。 

 

◆失業等給付に係る保険料

率および国庫負担率の時限

的引下げ 

平成29年度から平成31年

度までの各年度における雇

用保険料率および国庫負担

率が、時限的に引き下げられ

ます。 

雇用保険法、労働保険徴収

法に関わる改正で、平成 29

年 4 月 1 日の施行予定です。 

 

◆育児休業に係る制度の見

直し 

現在の育児休業は原則 1

歳までで、保育所に入れない

場合等に限り 1歳 6カ月まで

延長が認められていますが、

改正により、さらに 6 カ月（2

歳まで）再延長できるように

なります。また、それに合わ

せて育児休業給付の支給期

間も延長となります。 

育児・介護休業法、雇用保

険法に関わる改正で、平成 29

年10月1日の施行予定です。 

 

◆職業紹介の機能強化 

および求人情報等の適正化 

（１）ハローワークや職業

紹介事業者等のすべての求

人を対象に、一定の労働関係

法令違反を繰り返すブラッ

ク企業の求人は受理されな

くなります。現在は、ハロー

ワークにおける新卒者向け

求人のみが対象となってい

ますが、改正が行われれば中

途やパートなどすべての求

人が対象となります。 

他にも、（２）会社が虚偽の

求人申込を行った場合、罰則

の対象となります。また、

（３）採用時の条件があらか

じめ示した条件と異なる場

合等には、その内容を求職者

に明示することが会社に義

務付けられます。 

いずれも職業安定法に関

わる改正で、（１）は公布から

3 年以内、（２）（３）は平成

30 年 1 月の施行予定です。 

 

◆その他の事項 

その他、失業等給付の拡充

として、「給付日数の延長」や

「雇止めされた有期雇用労

働者の所定給付日数の延

長」、「専門実践教育訓練給付

の給付率の引上げ」等が予定

されています。 

 

 

2017 年度から年金額等

が変わります！ 

 

◆支給額は 3 年ぶりの減額 

2017 年度の年金額が「前

年度比 0.1％引下げ」と発表

されました。 

総務省が発表した「平成

28 年平均の全国消費者物価

指数」が前年から 0.1％下落

したことが年金額に反映さ

れたものであり、3 年ぶり

の改定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「マクロ経済スライ

ド」はデフレ時には見送る

という規定があり、2016 度

に引き続き適用されませ

ん。 

2017 年度の国民年金の支

給額は、満額で月 6 万

4,941 円（前年度比 67 円

減）、厚生年金の支給額は、

会社員だった夫と専業主婦

のモデル世帯（40 年間就業

し、妻がその期間すべて専

業主婦であった世帯が年金

を受け取り始める場合）で

月 22 万 1,277 円（同 227 円

減）となります。 

 

◆国民年金保険料、在職老

齢年金は？ 

2017 年度の国民年金保険

料（月額）は 16,490 円（前

年度比 230 円引上げ）で

す。 

2004 年（平成 16 年）の

改正で保険料を毎年 280 円

ずつ引き上げることが定め

られ、2017 年度はその上限

（16, 900 円）の年度とな

り、同年度以降は 16,900 円

で固定されるはずですが、

前年の物価変動率や実質賃

金変動率によって増減され

ます。 

在職老齢年金は、60 歳台

前半（60 ～64 歳）の支給

停止調整変更額と 60 歳台

後半（65 ～69 歳）と 70 

歳以降の支給停止調整額に

ついては 46 万円（前年度

比 1 万円減）に改定となり

ます。 

また、60 歳台前半（60

～64 歳）の支給停止調整

開始額（28 万円）は前年

度と同額です。 

 

◆「年金額の改定ルール」

の見直し 

昨年 12 月の臨時国会で

成立した「年金制度改革関

連法」には、年金支給額を

賃金に合わせて引き下げる

新しいルールが盛り込まれ

ました。 

この新ルールでは、現役

世代の負担を重視し、物価

が上がった場合でも現役世

代の賃金が下がれば年金支

給額を減らす仕組みで、

2021年度からの実施となり

ます。 

 

3 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業

開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開

始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申

請書の提出＜新規適用

～当事務所より一言～ 

 

のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税およ

び市町村民税の申告［市

区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務

署］ 

○ 個人事業所税の申告

［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨

年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限

［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の

届出書の提出［税務署］ 

○ 国外財産調書の提出［税

務署］ 

○ 総収入金額報告書の提

出［税務署］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の

確定申告期限［税務署］ 

 


